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２月運航実績 

●運航日数（前年数値） 

 客 船     ７日（ １４日） 

 貨物船     ４日（  ４日） 

 ヘリコミ   ２６日（ ２９日） 

●就航率 （前年数値）※客船は2回/日 

 客 船    ２０％（ ４１％） 

 貨物船   １００％（１００％） 

 ヘリコミ   ９３％（１００％） 

●来島者数（前年数値） 

 客 船    ４４名（ ５９名） 

 ヘリコミ  ２７６名（２４３名） 

●離島者数（前年数値） 

 客 船    ２８名（ ５０名） 

 ヘリコミ  ２８９名（２６４名） 
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 世帯・人口 （平成２５年３月１日現在） 

◇世帯数（前月比） ◇人口（前月比） 

１７２ 世帯 （１世帯増） 男性 １７２ 名 （増減無し） 

   女性 １４６ 名 （１名増） 

   合計 ３１８ 名 （１名増） 

平成２５年２月１０日  

東京都消防訓練所  御蔵島村消防団基礎教育訓練  

mailto:kizai@mikurasima.jp
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〈１〉 

＜東京都 総務局行政部 振興企画課＞ 

「東京都離島振興計画（素案）」へのご意見を募集します 
 

 東京都は、平成２４年６月に改正された離島振興法に基づき、伊豆諸島地域の振興を図るため、平成２５年度から平成３４年度

までを計画期間とする「東京都離島振興計画」を策定することとし、検討を重ねてきました。 

  このたび、下記のとおり「東京都離島振興計画（平成２５年度～平成３４年度）素案」を取りまとめましたので、都民の皆様か

らのご意見を募集します。 
 

 ■東京都離島振興計画（素案）の概要及び本文 

  下記ＵＲＬの東京都報道発表資料ＷＥＢページ（「東京都離島振興計画（素案）」へのご意見を募集します）のほか、 

 都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３階）、東京都大島支庁、三宅支庁、及び八丈支庁の窓口でも閲覧できます。 
 

h t tp : / /www.met ro . tokyo . j p / INET/BOSHU/2013 /02 /22n2 i200 .h tm  
 

 ■ご意見の募集について  
 

 （１）募集期間  

  ３月１５日（金曜日）まで（郵送の場合は、期間最終日消印有効とします。） 
 

 （２）ご意見の提出方法 

  Ｅメール、ファクス又は郵送のいずれかの方法でご意見をお寄せください。なお、電話によるご意見の受付はいたしません。 

  【送付先】 

   ・Ｅメールの場合  S0000020 @sect i on .met ro . t okyo . j p  

   ・ファクスの場合  ０３－５３８８－１２５９ 

   ・郵送の場合    〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号  

  【あて名】  

   東京都総務局行政部「離島振興計画」担当 

   ※Ｅメールの場合には、必ず件名に「離島振興計画素案への意見」と記載してください。 
 

 （３）記載事項 

  ご意見の提出にあたっては、下記事項を記載してください。 

  ・お名前又は名称、ご住所又は所在地（区市町村名）、職業又は業種、性別・年齢（個人の場合） 

  ・ご意見の内容に該当する本計画素案の箇所やページ等 
 

 （４）留意事項 

  ・ご意見は日本語で記載してください。 

  ・提出いただきましたご意見については、公開することがあります。 

  ・ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、予めご了承ください。 

  ・ファクス番号、Ｅメールアドレス等はお間違えのないようにお願いいたします。 
 

 【お問合せ】 東京都 総務局行政部 振興企画課 ０３－５３８８－２４４４ 

島しょスポーツ振興事業によるサッカー・ランニング教室のお知らせ  
 

 島しょスポーツ振興事業として、サッカー元日本代表の前園真聖氏、シドニーオリンピックマラソン銀メダリストのエリック・

ワイナイナ氏をお招きし、サッカー・ランニング教室とトークイベントを開催します。どうぞこの機会にトップアスリートのプレ

イやお話を通じてスポーツ振興を深めていただきたく、ご案内申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】 

小学校 ０４９９４－８－２２１１ 

中学校 ０４９９４－８－２２３１ 

■場所：御蔵島小中学校 

ランニング教室・サッカー教室  校庭  

トークイベント  体育館  

※雨天時は全て体育館で行います 

■出演  

サッカー元全日本代表 前園 真聖（まえぞの まさきよ）氏 

シドニーオリンピック男子マラソン銀メダリスト エリック・ワイナイナ氏 

■その他  

参加をご希望される方は、御蔵島小中学校までご連絡ください。 

■日時：平成２５年３月１７日（日） 午後１時００分 ～ 午後４時００分 

ランニング教室  午後１時００分  ～  午後１時４０分   

サッカー教室  午後１時５０分  ～  午後３時００分   

トークイベント  午後３時１５分  ～  午後４時００分   
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■申込みについて 
 

①申込方法 

 郵便ハガキでお申し込みください（申込多数の場合は抽選）。 

 催し名（「ふじ丸 都民クルーズ小笠原」）、客室タイプ、 

 人数（２～４名）、申込者全員の郵便番号・住所・氏名 

 （ふりがな）・年齢・電話番号を記載の上、④の申込先まで 
 

②申込期限 

 平成２５年４月２日（火）消印有効 
 

③申込先及び問合せ先 

 〒１０１－００４４ 

 千代田区鍛治町２－３－７ ゆたか倶楽部ビル 

 クルーズのゆたか倶楽部（株） ＴＣ（小笠原）係 

 電話：０３－５２９４－６２６１ 
 

④申込対象 

 都内在住または在勤の方 

〈２〉 

村税の納め忘れはありませんか？ ～納期限を過ぎると督促料や延滞金がかかります～ 
 

 村税の納期限は年度末ではありません。税額を４分割し、年４回の納期を設けています（軽自動車を除く）。それぞれの納期に

は期限が設けられており、各納期の納期限を過ぎると、本来納めるべき税金のほか、余分な督促料や延滞金を納めなければなりま

せん。延滞金は、本来納めるべき金額に下記の割合でかかることになります。 
 

 ①納期限の翌日から１月を経過する日まで・・・・・・・・年 ４.３％（特例基準割合が７.３％をこえる場合は７.３％） 
 

 ②納期限の翌日から１月を経過した日から納付日まで・・・年１４.６％ 
 

 （１）第１期分 

  ①納期限の翌日から１月を経過する日まで（※１円未満切捨て） 

   【期 間】平成２４年７月３日 ～ 平成２４年８月２日＜３１日＞ 

   【延滞金】５０，０００円 × ４.３％ × ３１日 ÷ ３６５日 ≒ １８２円（Ａ） 

  ②納期限の翌日から１月を経過した日から納付日まで（※１円未満切捨て） 

   【期 間】平成２４年８月３日 ～ 平成２５年３月３１日＜２４１日＞ 

   【延滞金】５０，０００円 × １４.６％ × ２４１日 ÷ ３６５日 ＝ ４，８２０円（Ｂ） 

  ③第１期分にかかる延滞金（※百円未満切捨て） 

   （Ａ） ＋ （Ｂ） ≒ ５，０００円 
 

 （２）第２期分、第３期分、第４期分 

  第１期分と同様に計算すると、第２期分「３，８００円」、第３期分「２，５００円」、第４期分「７００円」となります。 
 

 （３）延滞金合計 

  第１期分 ＋ 第２期分 ＋ 第３期分 ＋ 第４期分 ＝ １２，０００円 

  この場合、本来の税額２００，０００円のほか、１２，０００円もの余分な延滞金を納めなければなりません。 
 

■村税は納期内に納めましょう 

 納め忘れてしまっている村税はありませんか？もう一度お手元の納付書、領収書をご確認下さい。 

 なお、村税の未納がある方には、後日村役場よりお電話させていただきますので、予めご了承ください。 
 

【お問合せ】 企画財政係 ０４９９４－８－２１２１ 

■平成２４年度の村・都民税２００，０００円全額を平成２５年３月３１日に納付した場合、延滞金はいくらになるでしょうか？ 

納期 第１期 第２期 第３期 第４期 

納期限 平成２４年７月２日 平成２４年８月３１日 平成２４年１０月３１日 平成２５年１月３１日 

金額 ５０，０００円 ５０，０００円 ５０，０００円 ５０，０００円 

平成２５年度 第６回都民クルーズ参加者募集 
 

 「都民クルーズ」は、通常の乗船料金よりも低廉な価格を設定して、幅広く都民の方々にクルーズを楽しんでいただき、東京港

を身近に感じていただくために実施しています。平成２５年度第６回の都民クルーズは、今年６月に引退を迎える「ふじ丸」で世

界自然遺産の小笠原諸島へ向かう５泊６日のクルーズです。 

■スケジュール 
 

平成２５年５月１６日東京港発、５月２１日東京港着 

・食事回数：朝食５回・昼食５回・夕食５回 

・最少催行人数：２００名、添乗員あり 

・気象、海象などによりスケジュールや航路が変更となる場合が 

 あります。 

・小笠原（父島）では通船により上陸の予定です。 

 天候によっては上陸できない場合があります。 

■募集内容 （大人お一人様：消費税込） 

客室タイプ・室数 定員 通常料金 
都民クルーズ料金 

（10％割引） 

ステートルームA 

20室  

4名利用  178 ,000円  160 ,200円  

3名利用  198 ,000円  178 ,200円  

2名利用  218 ,000円  196 ,200円  

※小人料金：２歳以上小学生以下は大人料金の７５％ 

２歳未満は大人１名につき１名無料（食事・ベッドなし） 

〈２〉 
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〈３〉 

公益財団法人東京都島しょ振興公社 

平成２５年度 第１回東京都島しょ地域中小企業等振興補助事業の募集について 
 

 平素より公社運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、平成２５年度第１回東京都島しょ地域中小企業等振興補助事業を、下記の日程で募集いたします。ご希望の方は、

公益財団法人東京都島しょ振興公社、または村役場までお問合せください。 

 

【お問合せ】 公益財団法人東京都島しょ振興公社 企画管理課 ０３－５４７２－６５４６ 

事業名 平成２５年度 第１回東京都島しょ地域中小企業等振興補助事業 

募集期間 平成２５年４月１日（月）～平成２５年５月２４日（金） 

交付要件 

「東京都地域中小企業応援ファンド地域資源活用イノベーション創出助成事業」（以下、ファンド助成 

事業）への申請を条件とし、申請結果により交付・不交付を決定します。 

なお、ファンド助成事業については、４月１９日までに事前の申請書類提出が必要です。 

ご希望の方は、お早めに下記窓口へお問合せください。 

【ファンド助成事業に関するお問合せ】 

公益財団法人東京都中小企業振興公社 助成課 ０３－３２５１－７９８５ 

対象事業 

新たに実施する下記の事業が対象となります。 

（１）地域資源を活用した特産品に関する事業 

（２）地域資源を活用した観光の振興に関する事業 

（３）上記（１）又は（２）に関連した事業展開に関する事業 

事業期間 事業開始の時期から２年以内 

対象事業者 

（１）個人事業者、中小企業、組合等、財団法人・社団法人・特定非営利活動法人、複数の企業等で構 

成される中小企業グループ、その他地域活性化に資する取組を行うと認められる法人等 

※ただし、東京都島しょ地域に主たる事業所を持ち、事業を営んでいること（法人の場合は島しょ地域 

に登記、個人の場合は島しょ地域に開業届出をしていること）。 

（２）創業を具体的に予定している方 

※ただし、事業完了までに島しょ地域に登記または開業届出が必要。 

補助金額 
補助対象経費の９／１０以内で、１，０００万円を上限とします。 

ただし、ファンド助成事業での助成金額は除きます。 

各種様式等 

各種様式は、公社ホームページの下記アドレスに掲載しております。 

http://www.tokyoislands - net.jp/island - resident/tyusyoukigyouhojyo/post - 77.html  
なお、募集パンフレットについては、村役場窓口にて配布いたします。 

今月の来庁予定者 

日 来庁者 目的 

４日～５日 東京都建設局道路建設部道路橋梁課 補助事業に係る完成検査及び施設調査 

５日～６日 東京都福祉保健局環境保健衛生課 補助事業に係る完成検査及び施設調査 

１３日～１４日 教育庁三宅出張所指導主事１名 進路指導担当者会ほか 

 
 

 今年もインフルエンザの流行する季節となりました。手洗

い、うがいの習慣をつけましょう。 

 この時期に発熱のある方が診療所で診療を希望される場合

は、まず診療所へお電話でご相談ください。症状をお聞きした

うえで来所のご案内をいたします。皆様のご協力をお願い致し

ます。 

 また、夜間・休診日などは村役場までご相談ください。 
 

【お問合せ】 

御蔵島診療所 ０４９９４－８－２２０６ 

御蔵島村役場 ０４９９４－８－２１２１ 

ˬ ѫ  
 

 いつも「東京愛らんどシャトル」をご利用いただきありがと

うございます。座席を有効にご利用いただくため、次の点にご

協力ください。 
 

 ʥ ˔  

 ˆѼ  

 ˔  
 

 東邦航空予約センター ０４９９６－２－５２２２ 

 お問い合わせ電話   ０４９９６－２－５２００ 

 Ħキャンセルは上記どちらのお電話でも受付しています。 
 

 ⱳ ὖ ♅  
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日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5     清明 6 

7 8 9 10    新月 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20   穀雨 

21 22 23 24 25 26   満月 27 

28 29 
昭和の日 

30     

島民カレンダー  

平成２５年  ４月 ＜卯月＞ 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

平成２５年  ３月 ＜弥生＞ 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

不 

空 

空 

日 月 火 水 木 金 土 

     1 2 

3 4 5 6      啓蟄 7 8 9 

10 11 
定例村議会 

12   新月 13 14 15 16 
歯科巡回診療 

(～20日) 

17 18 19 
保育園卒園式 

20 
春分の日 

21 
小中学校卒業式 

22 23 

24 25 26 27    満月 

 

28 29 30 

31       

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

空 

不 

可 

不 

空 可 

可 可 不 
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今月の行事（３月） 
Ṍ Ḵ Ḵ Ṍ 

◆啓蟄（けいちつ） 3月6日頃 

 

1 10 4  

 

◆春分の日（しゅんぶんのひ） 3月20日 
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